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委員会提出議案第７号  

 

   西条市議会会議規則の一部を改正する規則について  

 

 西条市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。  

 

  令和３年９月２１日提出  

 

            西条市議会議会運営委員会委員長  一 色 輝 雄   
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   西条市議会会議規則の一部を改正する規則 

 西条市議会会議規則（平成１６年西条市議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

第９４条 （略） 第９４条 （略） 

 （オンライン会議システムを活用し

た会議） 

 

第９４条の２ 西条市議会委員会条例第

１５条の２の規定するオンライン会議

システム（以下「オンライン会議シス

テム」という。) を活用した会議に出

席した委員は、前条第１項、第９６

条、第９９条、第１０８条第１項、第

１１９条第２項、第１３５条の２、第

１３７条及び第１３８条の出席委員と

する。 

 

２ オンライン会議システムを活用し

た会議の方法その他必要な事項は、議

長が別に定める。 

 

 （不在委員）  （不在委員） 

第１２９条 表決の際会議室にいない委

員は、表決に加わることができない。

ただし、オンライン会議システムによ

り出席した委員にあっては、この限り

でない。 

第１２９条 表決の際会議室にいない委

員は、表決に加わることができない。 

 （選挙規定の準用）  （選挙規定の準用） 

第１３５条 （略） 第１３５条 （略） 

 （オンライン会議システムを活用した

委員会における挙手者の多少を認定し

難いとき等の表決） 

 

第１３５条の２ 第１３１条第２項及び

１３２条から前条までの規定にかかわ
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らず、オンライン会議システムを活用

した委員会で委員長が挙手者の多少を

認定し難いとき若しくは委員長の宣告

に対して出席委員から異議があるとき

又は委員長が必要があると認めるとき

若しくは出席委員から要求があるとき

の挙手によらない表決の方法その他必

要な事項は、議長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

 口頭説明 


